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法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

第
一
三
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
三
六
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
三
六
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

法
務
省
矯
正
局
長
に
充
て
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
識
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

第
一
四
○
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
矯
正
局
長
に
充
て
る

法
務
省
矯
正
局
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
八
年
九
月
一
三
日
か
ら
同
月
二
二
日
ま
で
と
す
る

青
少
年
問
題
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

一
三
Ｉ
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ー
ラ
ン
Ｆ
及
び
タ
イ
へ
出
張
を
命
ず
る

矯
正
保
護
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
九
年
九
月
一
三
日
か
ら
同
月
二
五
日
ま
で
と
す
る

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

第
一
四
一
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

マ
レ
イ
シ
ア
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び
中
華
人
民
共
和
国
へ
出
張
を
命
ず
る
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